
山陽小野田市建設キャリアアップシステム活用工事試行ガイドライン 

 

 令和８年４月１日策定 

１ 趣旨 

このガイドラインは、山陽小野田市が発注する建設工事における、建設キャリアア

ップシステム（以下「ＣＣＵＳ」という。）の活用について、必要な事項を定めたも

のである。 

 

２ 目的 

ＣＣＵＳの活用により、技能者の資格や現場での就業履歴等を登録・蓄積し、技能・

経験が客観的に評価されることで、技能者の適切な処遇につなげることを目的とする。 

 

３ 用語の定義 

本ガイドラインにおいて使用する用語の定義は、各号のとおりとする。 

(1) 下請企業：建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第５項に規定する下 

請負人のうち、工事において施工体系図への記載が求められるものをいう。ただ 

し、一人親方を除く。 

(2) 技能者：元請企業及び下請企業の従業員で、建設技能者として就労する者をい 

い、一人親方を含む。 

(3) 技能者登録完了者：ＣＣＵＳに技能者登録された技能者をいう。 

(4) 施工体制技能者登録：技能者登録完了者を施工体制に登録することをいう 

(5) 施工体制登録技能者：施工体制技能者登録された技能者をいう。 

(6) 施工体制登録技能者率： 施工体制登録技能者の数/技能者の数（計測日に作業 

していない技能者は含まない） 

(7) 就業履歴情報登録：施工体制登録技能者が現場のカードリーダー等を用いて、

就業履歴情報の登録をすることをいう。 

(8) 計測日：施工体制登録技能者率を計測する日をいう。 

 

４ 対象工事 

本市が発注する全ての建設工事を対象とする。ただし、工場製作のみの工事は対象

外とする。 

 

５ 発注方式 

契約締結後に、受注者がＣＣＵＳの活用を希望した場合に実施する「受注者希望型」

とする。 

 

６ 実施方法等 



(1) 発注者は、仕様書等に、ＣＣＵＳ活用工事の対象工事である旨を明示し、発注

する。 

(2) 受注者は、ＣＣＵＳを活用する場合、現場作業着手日までに発注者と協議を行

い、計測日を決定した後に、カードリーダー等の設置場所、設置期間、計測日を

打合せ簿に記載し、発注者に提出する。 

(3) 計測日は、受発注者の協議により適宜設定することとするが、現場作業着手日 

から現場作業完了日（契約工期とは異なる）の概ね中間を初回とし、以降概ね３ 

ヶ月に 1 回の頻度で設定することを基本とする。ただし、計測日の設定は、可能 

な限り下請企業等の入場者が多い日を設定すること。なお、初回の計測から３ヶ 

月未満で現場作業が完了する場合に限り、現場作業完了日前に計測日を 1 回設け 

ることとする。また、計測日の設定方法については、別紙１を参照のこと。 

(4) 降雨等により当初予定していた計測日に急遽現場閉所する場合は、原則として 

次の現場作業日を計測日とする。現場条件の変更等により当初予定していた計測 

日に現場作業を行っていないなどで計測日とすることが不適当な場合は、事前に 

受発注者の打合せのうえ、計測日を変更できるものとする。 

(5) 計測間隔には、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止してい 

る期間のほか、受発注者の協議により対象とすることが明らかに不適当な期間を 

除くものとする。 

(6) 計測については、受注者により実施するものとする。 

 

７ 実施内容の確認方法 

(1) 受注者は、下記表で定める資料を計測日及び工事完成時に発注者へ提出または

提示し、適切に実施されているか確認を受けるものとする。 

 

項  目 提出（提示）書類 

施工体制登録技能者率 【計測日ごと】 

提示：計測日総括表 

【工事完成時】 

提出：計測日総括表 ※平均値を算出したもの 

提示：計測日作業者リスト（任意様式）、CCUS 施工体制登

録技能者一覧、作業員名簿等（任意様式） 

就業履歴情報登録状況 【計測日ごと】 

提示：就業履歴月別カレンダー 

※計測日ごとに当該月までの履歴 

【工事完成時】 

提示：就業履歴月別カレンダー ※全工事期間分 

 

(2) 施工体制登録技能者率は、受注者が作成する計測日総括表を、発注者が確認す

る。 

(3) 就業履歴情報登録状況は、受注者が毎月確認する。また、発注者は受注者が就



業履歴情報の蓄積環境（カードリーダーの設置等）を全工事期間（現場作業着手

日から現場作業完了日）維持したことを確認する。なお、受注者は、毎月開催す

る災害防止協議会等において、就業履歴情報登録状況の結果を基に、下請企業等

にＣＣＵＳの適正な運用と意識啓発を図るものとする。 

 

８ システム活用にかかる費用 

ＣＣＵＳ活用に関する費用（カードリーダー等購入・設置費、現場利用料等）は受

注者が負担するものとする。 

 

９ 工事成績評定 

(1) 工事成績評定要領の対象工事の場合、発注者は、工事完成時に受注者から提出

された資料により、下記表に示すすべての基準の達成が確認された場合は、「工

事成績採点の考査項目の考査項目別運用表」の「５．創意工夫」にて１点を加点

する。 

 

指 標 基準（土木系工事） 基準（営繕系工事） 

施工体制登録技能者率 

（計測日の平均値） 

施工体制登録技能者率 

60％以上 

施工体制登録技能者率 

30％以上 

就業履歴情報登録状況 カードリーダー等を設置し、就業履歴情報の蓄積環境を全工事

期間（現場作業着手日から現場作業完了日）までの期間維持し

たことを確認。 

 

(2) 受注者の都合によりＣＣＵＳを活用しない場合、または活用を希望したが基準

を達成できなかった場合であっても、受注者が不利益を受けることはない。ただ

し、提出資料への虚偽の記載等が工事中又は工事完了後に判明した際には、不誠

実な行為として取り扱う場合がある。 

 

１０ 個人情報の取扱い 

 システムの利用にあたっては、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取り

扱いにおいて、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する

法律（平成１５年５月３０日法律第５７号）第６６条及び第６７条の規定の例により、

個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のた

めに必要な措置を講じなければならない。また、システムの利用時に知り得た個人情

報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない 

 

１１ その他 

このガイドラインに定めのない事項については、受発注者が協議のうえ、定めるも

のとする。 



 

１２ 適用年月日 

このガイドラインは、令和８年４月１日から適用する。 



初回測定日 第２回測定日 第３回測定日

初回測定日

※現場作業完了日前
　に測定日を設定

【現場作業着手～現場作業完了（６ケ月未満の場合）】

【現場作業着手～現場作業完了（６ケ月以上の場合）】

着手日 完了日

● ●
※測定日

３カ月未満の場合

契約 現場作業 概ね中間点 現場作業 検査

概ね３カ月に１回を測定日に設定

現場作業

完了日

検査

別紙１

建設キャリアアップシステム実施における測定日の設定方法について

契約

● ● ●

着手日

現場作業 概ね中間点


